
陸
軍
部
内
の
看
護
制
度
の
あ
ら
ま
し
が
決
っ
た
の
は
明
治
六
年
か
ら
明
治
九
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
明
治
の
近
代
看
護
が
明
治
十
七
年

（
１
）

か
ら
明
治
十
九
年
に
か
け
て
輸
入
さ
れ
た
と
い
う
の
に
比
較
す
る
と
、
陸
軍
看
護
制
度
の
定
着
は
か
な
り
早
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
看
護
史
上
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

看
護
の
内
容
は
近
代
の
組
織
管
理
に
し
た
が
っ
て
組
織
、
身
分
、
職
域
、
定
員
、
募
集
、
職
務
内
容
、
要
求
さ
れ
る
技
能
、
教
育
訓
練
の

項
目
を
と
り
上
げ
、
こ
れ
を
包
括
し
て
看
護
シ
ス
テ
ム
と
し
、
そ
の
項
目
毎
の
実
態
を
検
討
し
た
。
た
だ
し
、
要
求
さ
れ
る
技
能
お
よ
び
教

育
訓
練
は
別
に
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
看
護
に
携
わ
る
人
の
名
称
は
再
三
改
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
共
通
的
に
こ
れ
を
表
現
す
る

（
２
）

場
合
、
陸
軍
衛
生
制
度
史
に
な
ら
い
、
看
護
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

（
３
）

明
治
三
年
に
新
政
府
は
、
陸
軍
は
フ
ラ
ン
ス
の
兵
制
に
な
ら
い
、
海
軍
は
イ
ギ
リ
ス
の
兵
制
に
よ
る
旨
布
告
し
た
。
し
か
し
、
陸
軍
が
フ

ラ
ン
ス
の
兵
制
に
よ
り
軍
制
を
定
め
る
本
格
的
作
業
に
入
っ
た
の
は
明
治
五
年
か
ら
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に

一
明
治
六
年
か
ら
同
九
年
に
お
け
る
陸
軍
制
度

明
治
期
の
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム

濯
護
輔
讓
二
一
罫
磐
篭
禮
平
成
五
年
四
月
十
七
日
受
付

黒
澤
嘉
幸
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明
治
元
年
か
ら
明
治
五
年
に
か
け
て
陸
軍
の
制
度
創
設
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
政
府
が
国
民
皆
兵
の
制
度
を
採
用
し
た

い
と
考
え
て
い
た
も
の
の
、
士
族
の
圧
力
に
よ
り
容
易
に
実
行
に
移
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
藩
か
ら
兵
を

徴
集
し
治
安
維
持
を
行
っ
て
い
た
の
で
軍
事
制
度
を
確
立
す
る
ま
で
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
各
藩
の
兵
が
東
京
な
ど
に
配
置
さ
れ
る
と
、
夫
々
の
営
所
に
医
療
設
備
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
看
護
者

を
雇
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
状
況
は
極
め
て
断
片
的
で
あ
る
。

明
治
五
年
、
陸
軍
省
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
軍
事
顧
問
団
を
迎
え
た
が
、
陸
軍
大
輔
山
縣
有
朋
は
彼
等
に
大
要
次
の
よ
う
な
訓
示
を
し
て
い
る
。

「
我
が
国
は
従
来
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
兵
法
を
学
ん
で
き
た
が
ま
だ
十
分
で
な
く
、
貴
官
等
の
協
力
を
得
て
兵
制
を
確
実
な
も
の
に
し
た
い
と
考

（
４
）

え
て
い
る
。
軍
制
に
必
要
な
諸
規
則
、
陸
軍
会
計
の
諸
規
則
等
制
定
に
あ
た
っ
て
は
色
々
諮
問
し
た
い
。
」

こ
の
顧
問
団
の
協
力
に
よ
っ
て
、
明
治
六
年
に
な
る
と
陸
軍
省
職
制
及
条
例
、
在
外
会
計
部
大
綱
条
例
な
ど
の
規
則
が
制
度
化
さ
れ
は
じ

め
た
。
陸
軍
の
諸
制
度
が
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
明
治
四
年
七
月
に
廃
藩
置
県
が
実
施
さ
れ
た
た
め
、
懸
案
の
国
防
も
士
族
に
代
っ
て
国
民
皆
兵
の
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を

受
け
て
明
治
六
年
か
ら
徴
兵
が
行
わ
れ
、
壮
丁
が
始
め
て
入
営
を
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
全
国
に
六
カ
所
の
鎮
台
や
衛
戌
地
の
建
設

が
急
ピ
ッ
チ
で
施
工
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
陸
軍
制
度
は
明
治
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
制
度
の
一

環
と
し
て
看
護
制
度
も
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
六
年
九
月
に
陸
軍
大
輔
山
縣
有
朋
は
熊
本
、
広
島
、
大
阪
、
名
古
屋
の
各
鎮
台
の
整
備
状
況
を
視
察
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
熊
本
、

（
５
）

広
島
で
は
鎮
台
内
の
病
院
を
巡
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
視
察
中
病
気
に
な
り
、
広
島
で
石
坂
軍
医
、
名
古
屋
で
小
山
内
軍
医
の
治
療
を
受
け

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
当
時
、
鎮
台
の
病
院
は
整
備
さ
れ
、
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

榴

溌

二
明
治
元
年
か
ら
明
治
五
年
ま
で
の
看
護
者
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松
本
良
順
が
早
稲
田
に
開
い
た
藺
晴
医
院
で
、
明
治
四
年
五
月
兵
部
省
の
仮
病
院
と
な
っ
た
。
そ
の
定
則
に
は
「
看
護
人
ハ
門
人
之
内
其

（
７
）

筋
心
得
候
者
ヲ
附
置
候
」
と
あ
る
。

明
治
元
年
十
月
一
日
設
け
ら
れ
た
病
院
で
あ
る
。
大
病
院
に
収
容
さ
れ
た
軍
の
傷
者
を
引
き
取
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
。
明
治
元
年
十
一

月
の
大
病
院
入
院
規
則
に
は
「
看
病
婦
人
之
儀
四
十
才
以
上
ノ
外
堅
ク
禁
候
事
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
仮
病
院
も
看
護
者
は
こ
れ
に
な
ら
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

明
治
四
年
七
月
五
日
に
軍
医
寮
が
置
か
れ
る
と
、
軍
医
寮
は
直
ち
に
医
療
諸
規
則
を
起
草
し
、
兵
部
省
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明

治
五
年
十
一
月
軍
医
療
事
務
章
程
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
中
に
看
護
者
に
関
す
る
条
項
が
二
つ
あ
る
。
看
病
人
設
備
法
則
と
看
病
人
心
得
で

あ
る
。
看
病
人
設
備
法
則
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
健
康
で
誠
実
な
も
の
を
撰
び
、
出
身
地
の
官
に
素
行
調
査
を
行
っ
て
看
病
人
に
命
ず
る
。
病
兵
十
人
に
一
人
つ
け
る
の
を
常
法
と
す
る
。

看
病
人
二
十
名
に
看
病
人
長
一
名
を
命
じ
、
看
病
人
の
勤
惰
を
監
督
さ
せ
る
。
」

看
病
人
心
得
は
簡
単
な
勤
務
要
領
で
あ
る
。

明
治
三
年
二
月
十
九
日
緒
方
洪
哉
等
の
努
力
に
よ
り
大
阪
城
内
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
病
院
の
も
の
と
思
わ
れ
る
軍
事
病
院
規
則
書
に
は

（
８
）

「
護
長
医
官
が
看
護
者
を
指
揮
す
る
」
と
い
う
文
が
あ
る
。

（
９
）

軍
医
療
事
務
章
程

軍
事
病
院

早
稲
田
仮
軍
事
病
院

屯
営
医
局

（
６
）

山
下
門
内
兵
隊
仮
病
院

（
皿
）

明
治
五
年
二
月
九
日
の
会
計
局
通
知
で
、
御
親
兵
の
保
養
所
で
止
む
を
得
な
い
場
合
、
日
給
十
五
銭
で
看
病
人
を
雇
っ
て
も
良
い
と
し
て
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明
治
六
年
、

規
程
さ
れ
た
。

な
い
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
毎

「
看
病
人
看
病
卒
ハ
会
計
監
督
長
二
統
率
シ
各
所
管
会
計
官
二
隷
属
シ
医
事
二
関
渉
ス
ル
事
項
ハ
総
テ
医
官
ノ
指
揮
ニ
従
う
者
ト
ス
」

な
ぜ
看
病
人
看
病
卒
が
会
計
部
に
属
し
た
か
を
記
録
し
た
も
の
は
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
は
極
め
て
経
理
を
重

要
視
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
経
理
と
は
会
計
事
務
の
よ
う
な
狭
義
の
も
の
で
は
な
く
、
軍
隊
の
生
活
に
必
要
な
す
べ
て
を
所
掌

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
軍
隊
の
行
う
閲
兵
式
な
ど
は
人
・
装
備
・
被
服
な
ど
を
経
理
監
督
の
た
め
点
検
す
る
行
事
か
ら
生
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
由
、
平
等
、
博
愛
を
掲
げ
る
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
兵
の
処
遇
は
極
め
て
大
事
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
り
、

（
Ｍ
）

そ
れ
が
経
理
を
重
視
さ
せ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
仏
国
陸
軍
制
度
教
科
書
に
は
、
参
謀
に
な
る
者
は
経
理
を
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

し
て
来
た
。
こ
れ
存

（
二
組
織

組
織
は
各
部
門
一

す
る
段
階
に
あ
っ
た
。

（
皿
）

い
る
。
ま
た
、
屯
営
医
局
に
は
看
病
卒
の
定
員
が
な
か
っ
た
た
め
、
行
軍
に
随
行
す
る
看
護
者
に
小
使
を
あ
て
て
い
る
隊
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
は
前
述
の
よ
う
に
混
と
ん
と
し
て
お
り
、
明
治
五
年
十
一
月
制
定
の
軍
医
寮
事
務
章
程
に
よ
っ
て
看
護
制
度
が
芽
生
え
よ
う
と

明
治
六
年
か
ら
新
し
い
軍
制
度
が
構
築
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
部
門
を
に
な
う
看
護
シ
ス
テ
ム
も
、
新
し
い
制
度
の
中
に
明
確
に
姿
を
現
わ

て
来
た
。
こ
れ
を
そ
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

三
明
治
六
年
か
ら
明
治
九
年
ま
で
の
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム

門
（
部
課
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
皿
）

看
護
者
は
会
計
部
に
属
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

経
理
と
い
う
大
き
な
業
務
を
管
理
す
る
会
計
監
督
長
の
所
掌
下
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
昭
）

さ
ら
に
明
治
八
年
の
看
病
人
看
病
卒
服
務
概
則
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
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（
喝
）

一
方
、
明
治
六
年
、
フ
ラ
ン
ス
顧
問
団
の
協
力
に
よ
り
陸
軍
省
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
条
例
に
よ
る
と
陸
軍
省
第
五
局
は
監
督
部
で

そ
の
中
に
第
三
課
病
院
・
病
車
・
老
兵
が
設
け
ら
れ
た
。
病
車
と
は
患
者
車
、
老
兵
と
は
老
兵
院
、
す
な
わ
ち
廃
兵
院
の
こ
と
で
あ
る
。

病
院
は
こ
の
課
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
病
院
管
理
は
軍
医
の
所
享
外
と
い
う
こ
と
で
看
病
人
・
看
病
卒
は
会
計
部
に
属

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

兵
卒
で
、

（
一
一
一
）

衛
戌
地
勤
務

衛
戌
地
と
い
う
の
は
部
隊
等
が
恒
久
的
に
所
在
す
る
場
所
及
び
永
久
施
設
の
こ
と
で
あ
る
。
部
隊
は
平
時
此
処
に
駐
屯
し
て
訓
練
を
行
い
、

戦
時
に
は
此
処
か
ら
出
兵
す
る
。
部
隊
が
出
兵
し
た
後
、
留
守
部
隊
が
残
り
補
充
兵
の
訓
練
に
あ
た
る
。
平
和
に
な
れ
ば
、
部
隊
は
再
び
こ

陸
軍
の
看
護
は
、
他
の
官
公
庁
や
民
間
の
看
護
に
く
ら
べ
て
わ
か
り
づ
ら
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
勤
務
す
る
職
域
が
一

般
の
職
域
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
陸
軍
創
設
に
あ
た
っ
て
定
め
ら
れ
た
看
護
者
の
職
域
を
大
別
す
る
と
次
の

ま
た
、
こ
の
衛
戌
地
に
は
軍
の
官
公
署
や
学
校
が
所
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
衛
戌
地
に
は
、
所
在
部
隊
の
規
模
等
に
よ
り
病
院

ま
た
は
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
看
護
者
は
こ
の
病
院
、
病
室
に
勤
務
す
る
。
そ
の
勤
務
の
内
容
は
一
般
と
同
様
で
あ
る
。

よ
う
に
な
る
。

の
衛
戌
地
に
帰
還
す
る
。

（
略
）

明
治
六
年
に
看
護
者
は
次
の
四
段
階
に
区
分
さ
れ
た
。

一
等
看
病
人
曹
長
十
一
等
級
二
等
看
病
人
軍
曹
十
二
等
級
三
等
看
病
人
伍
長
十
三
等
級
看
病
卒

（
Ⅳ
）
（
肥
）

一
等
看
病
人
か
ら
三
等
看
病
人
ま
で
は
下
士
官
で
あ
り
、
会
計
部
下
士
官
の
制
服
を
着
用
し
、
サ
ー
ベ
ル
を
着
用
し
て
い
た
。
看
病
卒
は

卒
で
、
会
計
部
兵
卒
の
制
服
を
着
用
し
た
。

（
二
）
身
分

職
域
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（
⑲
）

明
治
六
年
に
在
外
会
計
部
大
綱
条
例
が
制
定
さ
れ
て
、
看
病
人
、
看
病
卒
の
定
員
の
原
則
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
更
に
、
明
治
八
年
の
看

（
加
）

病
人
看
病
卒
服
務
概
則
で
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

一
等
看
病
人
の
人
員
は
陸
軍
本
病
院
に
二
人
各
鎮
台
病
院
に
一
人
を
置
く
。

二
等
看
病
人
は
看
病
卒
二
十
人
な
い
し
二
十
一
人
に
つ
い
て
一
人
。

三
等
看
病
人
は
看
病
卒
八
人
に
つ
い
て
一
人
。

軍
の
学
校
や
補
給
廠
の
よ
う
な
平
時
機
関
の
衛
生
業
務
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
看
護
者
は
病
院
、
病
室
の
薬
局
に
あ
っ
て
、

薬
剤
官
の
補
助
業
務
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
後
に
調
剤
手
と
い
う
身
分
に
な
る
の
で
今
回
は
除
い
た
。

野
戦
衛
生
部
隊
と
い
う
の
は
、
戦
時
に
際
し
て
編
成
さ
れ
る
衛
生
部
隊
で
あ
る
。
こ
の
部
隊
は
戦
場
に
お
も
む
き
、
戦
闘
す
る
部
隊
の
後

方
に
在
っ
て
傷
者
の
治
療
後
送
、
衛
生
資
材
の
補
給
、
防
疫
な
ど
の
任
務
を
遂
行
す
る
。
こ
れ
ら
の
衛
生
部
隊
の
定
員
に
は
当
然
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
医
官
、
薬
剤
官
、
看
護
者
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
達
は
主
に
戦
時
動
員
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
。

法
の
実
施
）
や
病
者
の
一

野
戦
衛
生
部
隊
勤
務

軍
の
中
に
は
歩
兵
、
騎
兵
、
砲
兵
、
工
兵
、
輔
重
兵
な
ど
夫
々
任
務
の
違
っ
た
部
隊
が
編
成
さ
れ
る
。
こ
の
部
隊
に
は
医
官
や
看
護
者
が

必
ず
配
属
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
衛
生
要
員
は
、
平
時
の
場
合
、
各
部
隊
の
演
習
や
行
軍
な
ど
に
随
行
し
て
、
発
生
し
た
病
人
の
救
護
を
行
う
。

ま
た
、
平
時
は
そ
の
部
隊
の
駐
と
ん
す
る
衛
戌
地
の
病
院
や
病
室
の
勤
務
も
兼
ね
て
い
る
。
戦
時
に
は
部
隊
の
一
員
と
し
て
出
征
し
、
野
外

行
動
を
共
に
す
る
と
同
時
に
、
戦
闘
に
際
し
て
は
、
傷
者
の
救
護
を
任
と
す
る
。
部
隊
が
駐
と
ん
す
れ
ば
、
医
官
を
救
け
て
衛
生
管
理
（
衛
生

法
の
実
施
）
や
病
者
の
看
護
に
従
事
す
る
。

は
あ
る
が
、
医

機
関
等
勤
務

隊
付
勤
務

（
四
）
定
員
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創
設
期
は
軍
医
の
定
員
の
み
で
、
看
護
者
の
定
員
は
な
か
っ
た
・
明
治
十
三
年
に
な
っ
て
歩
兵
連
隊
に
三
等
看
病
人
一
人
、
看
病
卒
三

人
、
が
示
さ
れ
た
。

野
戦
衛
生
部
隊

（
弱
）

明
治
六
年
に
次
の
よ
う
な
部
隊
が
示
さ
れ
た
。
陣
中
病
舎
、
陣
中
病
院
、
養
生
隊
で
あ
る
。
陣
中
病
舎
は
移
動
可
能
で
隊
の
前
途
に
追
随

し
、
傷
者
の
初
期
治
療
を
行
う
。
陣
中
病
舎
は
鎮
台
に
三
部
用
意
さ
れ
る
。
行
動
に
際
し
、
四
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

陣
中
病
院
は
軍
の
駐
在
す
る
後
方
に
置
か
れ
、
陣
中
病
舎
か
ら
後
送
さ
れ
る
傷
者
の
治
療
に
あ
た
る
。
養
生
隊
は
陣
中
病
院
で
治
癒
し
た

看
病
卒
は
患
者
六
人
な
い
し
十
人
に
つ
い
て
一
人
。

屯
営
病
室
に
は
二
等
看
病
人
一
人
、
看
病
卒
一
人
を
置
く
。

こ
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
病
院
等
に
示
さ
れ
た
定
員
表
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
等
看
病
人
二
人
二
等
看
病
人
四
人
三
等
看
病
人
十
一
人
。

（
塊
）

看
病
卒
は
明
治
十
一
年
六
月
二
十
五
日
、
当
分
百
人
と
定
め
ら
れ
た
。

（
認
）

仙
台
、
名
古
屋
、
広
島
鎮
台
病
院
（
明
治
七
年
二
月
二
日
）

一
等
看
病
人
一
人
二
等
看
病
人
一
人
三
等
看
病
人
二
人
看
病
卒
十
五
人
。

（
型
）

大
阪
、
熊
本
鎮
台
病
院
（
明
治
八
年
十
月
）

一
等
看
病
人
一
人
二
等
看
病
人
一
人
三
等
看
病
人
三
人
看
病
卒
二
八
人
。

（
別
）

陸
軍
本
病
院
（
明
治
九
年
十
二
月
二
日
）

一
等
看
病

屯
営
病
室

隊
付
定
員

二
等
看
病
人
一
人
看
病
卒
一
人
。
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医
官
及
び
会
計
官
の
指
揮
に
従
い
、
病
室
内
諸
般
の
事
務
を
行
う
。
／
看
病
卒
の
出
勤
簿
を
管
理
し
、
月
末
勤
惰
表
を
作
成
し
会
計
官
に
提

出
す
る
。
／
毎
日
午
前
八
時
、
午
後
四
時
各
病
室
浴
室
便
所
等
を
巡
視
し
、
不
潔
の
場
合
直
ち
に
清
掃
さ
せ
る
。
／
毎
日
午
前
七
時
か
ら
九
時

迄
に
病
室
を
巡
視
し
、
患
者
の
現
員
を
確
認
し
、
日
表
を
会
計
官
に
提
出
す
る
。
／
二
等
看
病
人
以
下
の
勤
務
を
監
督
指
導
し
、
行
状
の
改
め

ら
れ
ぬ
者
は
医
官
及
び
会
計
官
に
意
見
を
く
わ
し
く
の
べ
る
。
／
医
官
の
指
揮
に
従
っ
て
看
病
卒
の
配
置
転
換
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
会
計
官

に
報
告
す
る
。
／
職
務
の
余
暇
、
二
等
看
病
人
以
下
に
看
護
の
方
法
を
教
育
す
る
。
／
会
計
官
或
は
医
官
の
命
令
は
、
二
等
看
病
人
以
下
に
洩

（
妬
）

西
南
戦
役
の
直
前
、
明
治
十
年
二
月
の
熊
本
鎮
台
病
院
の
現
員
は
一
等
看
病
人
一
人
（
定
員
一
人
）
、
二
等
看
病
人
一
人
（
定
員
一
人
）
、
三

等
看
病
人
四
人
（
定
員
三
人
）
、
看
病
卒
二
十
一
人
（
定
員
二
十
八
人
）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
隊
付
と
し
て
は
、
第
十
三
歩
兵
連
隊
本
部
に
三
等
看
病
人
一
人
、
同
連
隊
の
各
大
隊
に
看
病
卒
各
一
人
が
充
足
を
さ
れ
て
い
た
。

明
治
八
年
十
一
月
十
日
制
定
の
看
病
人
看
病
卒
概
則
に
よ
り
、
看
病
人
看
病
卒
の
職
務
は
従
来
に
比
し
極
め
て
明
確
に
な
っ
た
。
特
に
そ

の
権
限
と
責
任
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
看
病
人
看
病
卒
は
勤
務
す
る
病
院
や
屯
営
病
室
の
会
計
官
に
所
属
し
、
医
事
に
関

す
る
こ
と
は
医
官
の
指
揮
を
受
け
る
。

患
者
が
、
前
線
に
復
帰
可
能
に
な
る
ま
で
養
生
す
る
施
設
で
あ
る
。
患
者
の
発
生
率
は
戦
闘
兵
数
の
十
分
の
一
と
い
わ
れ
、
陣
中
病
舎
に
二

割
、
陣
中
病
院
に
四
・
七
割
、
養
生
隊
に
三
・
三
割
収
容
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
野
戦
衛
生
部
隊
の
編
制
定
員
は
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
看
護
者
の
定
員
が
、
当
時
充
足
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
現
員
表
は
確
認
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
若
干
の
資
料
に

よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

看
病
人
、
看
病
卒
と
も
志
願
制
で
あ
っ
た
。
後
の
徴
兵
に
よ
る
も
の
と
区
別
す
る
場
合
、
壮
兵
看
病
人
、
壮
兵
看
病
卒
と
称
し
た
。

一
等
看
病
人
職
務

（
六
）
職
務
内
容

（
五
）
募
集
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屯
営
病
室
に
あ
っ
て
、
隊
付
医
官
及
び
会
計
官
の
指
揮
に
従
い
、
病
室
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
／
毎
朝
会
計
官
室
に
お
い
て
出
勤
簿
に
捺
印

す
る
。
／
屯
営
病
室
に
あ
っ
て
は
、
看
病
卒
出
勤
簿
を
管
理
し
、
月
末
勤
惰
表
を
作
成
し
会
計
官
に
提
出
す
る
。
／
三
等
看
病
人
以
下
の
勤
務

状
況
を
監
視
、
指
導
し
行
動
を
改
め
な
い
者
は
一
等
看
病
人
に
申
告
す
る
。
／
自
己
担
当
の
患
者
の
症
状
に
異
状
が
あ
る
場
合
、
速
や
か
に
医

官
に
報
告
す
る
。
／
屯
営
病
室
に
あ
っ
て
は
、
毎
日
午
前
七
時
、
午
後
三
時
、
室
内
及
び
浴
室
便
所
を
巡
視
し
不
潔
の
箇
所
を
清
掃
さ
せ
る
。
／

屯
営
病
室
に
あ
っ
て
は
、
毎
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
に
患
者
の
現
員
を
確
認
し
、
翌
朝
七
時
に
会
計
官
に
報
告
す
る
。
／
屯
営
病
室
に
あ

っ
て
は
、
新
し
い
患
者
に
病
室
の
規
則
を
説
明
す
る
。
／
面
会
者
の
処
置
を
行
う
。
／
命
令
布
告
は
す
べ
て
看
病
卒
に
伝
達
す
る
。
／
職
務
上
の

意
見
は
一
等
看
病
人
に
陳
述
す
る
。

れ
な
く
伝
達
す
る
。
／
院
内
の
消
耗
品
の
出
納
を
監
視
す
る
。
／
備
付
被
服
寝
具
等
の
破
損
し
た
場
合
、
点
検
の
上
、
三
等
看
病
人
に
受
領
簿

に
破
損
の
旨
記
録
さ
せ
、
担
当
医
官
の
調
印
を
貰
い
、
会
計
官
に
更
新
の
手
続
を
と
る
。

毎
朝
会
計
官
室
に
お
い
て
出
勤
簿
に
捺
印
す
る
。
／
一
、
二
等
看
病
人
の
指
示
に
従
い
看
病
卒
を
指
揮
し
、
病
室
内
の
重
傷
患
者
は
昼
夜
を

問
わ
ず
自
ら
率
先
し
て
懇
切
に
看
護
す
る
こ
と
。
／
看
病
卒
の
動
作
言
語
に
注
意
し
、
勤
惰
の
状
況
を
一
、
二
等
看
病
人
に
申
告
す
る
。
／
寝

具
被
服
便
器
等
を
監
視
し
破
損
し
な
い
よ
う
注
意
す
る
。
／
病
室
内
備
付
器
具
及
び
被
服
の
破
損
し
た
時
は
、
一
等
看
病
人
の
点
検
を
受
け
、

受
領
簿
に
記
載
し
、
病
室
担
当
医
官
の
調
印
を
受
け
会
計
官
に
提
出
し
更
新
す
る
。
／
病
室
内
消
耗
品
は
帳
簿
に
そ
の
品
目
数
量
を
記
載
し
、

一
等
看
病
人
の
点
検
を
経
て
、
医
官
の
調
印
を
受
け
会
計
官
に
提
出
し
て
現
品
を
受
領
す
る
。
／
新
し
い
患
者
が
入
院
す
る
時
は
、
病
室
の
諸

規
則
を
説
明
す
る
。
規
則
を
犯
す
者
に
は
説
諭
し
、
改
め
な
い
場
合
、
医
官
に
申
告
す
る
。
／
担
当
す
る
所
の
病
室
廊
下
便
所
は
常
に
清
潔
に

さ
せ
る
。
／
患
者
室
外
散
歩
の
時
は
、
各
員
に
散
歩
札
を
つ
け
、
帰
室
の
時
、
札
数
と
人
員
が
一
致
す
る
の
を
確
認
す
る
。
散
歩
に
は
看
病
卒

一
人
を
つ
け
る
。
／
面
会
に
は
医
官
の
許
可
を
得
て
、
面
会
所
で
面
接
さ
せ
る
。
看
病
卒
一
人
を
立
会
さ
せ
る
。
／
全
治
退
院
、
廃
兵
退
院
、

意
見
は
一
等
看
病
人

三
等
看
病
人
職
務

二
等
看
病
人
職
務
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屯
営
病
室
の
看
病
卒
は
、
薬
剤
業
務
補
助
と
医
官
の
手
術
を
介
助
す
る
。
／
毎
朝
看
病
人
室
に
お
い
て
出
勤
簿
に
捺
印
す
る
。
／
医
官
及
び

看
病
人
の
指
揮
に
従
い
、
患
者
の
服
薬
、
飲
食
の
給
与
、
起
臥
の
補
助
等
を
行
う
。
こ
れ
ら
は
親
切
懇
篤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
薬
剤
を

服
用
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
分
量
な
ら
び
に
服
用
時
間
を
間
違
え
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
飲
食
は
医
官
が
検
査
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、

た
と
え
患
者
が
要
望
し
て
も
あ
た
え
て
は
い
け
な
い
。
／
医
官
回
診
の
時
は
患
者
の
病
床
の
そ
ば
に
あ
っ
て
、
詳
細
に
そ
の
容
体
を
報
告
す
る
。

患
者
の
容
体
が
変
っ
た
時
は
速
や
か
に
医
官
に
報
告
す
る
。
／
患
者
が
摂
生
法
を
守
ら
な
い
か
或
は
規
則
を
犯
す
者
が
お
れ
ば
、
必
ず
丁
寧
に

注
意
し
、
な
お
改
め
な
い
場
合
は
看
病
人
に
申
告
す
る
。
檮
踏
し
て
申
告
し
な
け
れ
ば
、
看
病
卒
も
処
罰
さ
れ
る
。
／
病
室
内
外
を
静
穏
に
保

ち
、
清
潔
を
旨
と
す
る
。
一
日
二
回
づ
っ
水
を
ま
い
て
ほ
う
き
で
掃
き
、
ち
り
を
ぬ
ぐ
い
さ
る
。
薬
器
や
食
具
を
洗
浄
し
、
季
節
の
寒
暖
に

応
じ
て
重
ね
着
等
に
注
意
す
る
。
清
掃
は
便
所
ま
で
清
潔
に
す
る
。
／
診
察
及
び
食
事
の
前
後
二
十
分
窓
を
開
い
て
大
気
を
流
通
さ
せ
る
。
た

だ
し
害
の
あ
る
風
の
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
／
大
小
便
其
の
他
す
べ
て
不
潔
の
も
の
は
速
や
か
に
除
去
し
、
夜
間
用
の
唾
壺
（
た
ん
つ

ぼ
）
便
器
は
毎
朝
こ
れ
を
洗
浄
し
、
昼
間
は
し
ば
し
ば
清
浄
す
る
。
／
患
者
の
散
歩
沐
浴
の
時
は
必
ず
付
き
添
い
、
こ
れ
を
監
護
し
て
、
も
し

院
外
に
脱
走
す
る
患
者
が
あ
れ
ば
自
己
の
責
任
と
す
る
。
／
毎
室
交
代
に
一
名
づ
っ
看
守
し
暖
炉
浴
室
便
所
等
昼
夜
巡
視
し
失
火
を
注
意
す
る
。

特
に
煙
突
の
不
潔
や
破
損
に
留
意
す
る
。
／
面
会
人
は
看
病
人
の
指
揮
に
し
た
が
い
、
患
者
と
一
緒
に
面
会
所
で
面
接
さ
せ
る
。
重
症
の
患
者

は
看
病
卒
立
会
い
の
上
、
病
床
で
面
接
さ
せ
る
。
／
近
火
そ
の
他
非
常
の
際
は
、
医
官
及
び
看
病
人
の
指
揮
に
従
い
、
重
症
の
患
者
は
車
載
あ

る
い
は
背
負
っ
て
そ
の
災
害
を
さ
け
る
。
／
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
上
官
の
指
揮
に
従
い
屍
室
に
移
し
臥
床
に
安
置
し
、
白
布
で
屍
を
覆
い

懇
切
に
取
扱
い
其
の
側
に
侍
し
て
看
守
す
る
。
／
行
軍
の
時
は
外
科
具
及
び
初
発
の
手
術
に
必
要
な
木
綿
等
の
諸
具
を
お
さ
め
た
背
の
う
を
負

死
亡
の
時
は
、
担
当
医
官
よ
り
そ
の
旨
朱
書
し
た
処
方
菱
を
受
け
取
り
、
医
官
及
び
会
計
官
に
送
付
す
る
。
／
患
者
が
請
求
す
る
物
品
は
、
患

者
の
階
級
氏
名
及
び
品
目
数
量
を
帳
簿
に
記
載
し
、
毎
週
こ
れ
を
ま
と
め
医
官
の
調
印
を
受
け
、
こ
れ
を
一
等
看
病
人
に
提
出
す
る
。
一
等

看
病
人
か
ら
品
目
を
受
領
し
た
時
は
、
医
官
の
指
揮
を
受
け
て
患
者
に
渡
し
、
帳
簿
に
受
領
を
記
入
す
る
。

看
病
卒
職
務
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省
略
し
た
。

（
二
）
明
治
十
二
年

（
詔
）

組
織
看
病
人
看
病
卒
は
軍
医
部
長
の
統
率
下
に
入
り
、
医
官
に
隷
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
十
年
の
西
南
戦
役
の
時
、

多
数
の
看
病
人
看
病
卒
を
必
要
と
し
た
が
、
民
間
に
も
看
護
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
、
王
に
衛
生
部
が
民
間
人
を
募
集
し
規
定
の
教
育
を
施

し
て
戦
地
に
送
っ
た
。
こ
れ
ら
の
戦
訓
が
こ
の
所
管
変
更
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
諸
隊
の
医
官
に
随
行
す
る
。
／
背
の
う
中
の
薬
品
及
び
器
械
を
暗
唱
し
、
必
要
時
遅
滞
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
／
隊
が
宿
営
し
た
時
医
官

が
診
察
す
る
場
合
投
薬
貼
膏
お
よ
び
包
帯
、
外
科
等
の
手
術
を
助
け
る
。

明
治
六
年
に
徴
兵
制
度
が
施
行
さ
れ
た
が
、
国
民
皆
兵
の
思
想
が
定
着
せ
ず
、
各
鎮
台
と
も
定
員
を
満
す
こ
と
で
出
来
な
か
っ
た
。
し
か

し
西
南
戦
役
に
お
け
る
官
軍
の
勝
利
は
、
国
民
に
徴
兵
の
勝
利
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、
こ
れ
を
契
機
に
徴
兵
制
度
は
次
第
に
軌
道
に
の

し
て
戦
地
に
送
っ
た
。

（
三
）
明
治
十
六
年

（
｜
）
明
治
十
一
年

（
”
）

定
員
八
月
六
日
各
隊
付
看
病
人
看
病
卒
の
増
員
が
示
さ
れ
た
。

歩
兵
大
隊
二
等
看
病
人
一
名
看
病
卒
二
名

砲
兵
大
隊
三
等
看
病
人
一
名

騎
兵
大
隊
三
等
看
病
人
一
名

工
兵
大
隊
三
等
看
病
人
一
名
看
病
卒
一
名

明
治
十
年
か
ら
明
治
四
十
五
年
ま
で
の
間
、
看
護
制
度
上
の
基
本
的
改
正
項
目
を
列
挙
し
た
。
た
だ
し
定
員
等
に
つ
い
て
は
、
新
規
以
外

四
看
護
シ
ス
テ
ム
の
変
遷
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（
四
）
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で

（
認
）

明
治
十
八
年
に
陸
軍
省
は
従
来
の
仏
式
兵
制
を
ド
イ
ツ
の
兵
制
に
改
め
る
こ
と
と
し
、
メ
ッ
ケ
ル
少
佐
を
招
い
て
諸
制
度
の
改
正
に
着
手

し
た
。
こ
の
改
正
の
重
点
は
戦
時
編
制
の
改
正
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
明
治
十
九
年
新
設
さ
れ
た
陸
軍
省
医
務
局
は
陸
軍
看
護
卒

（
別
）

に
つ
い
て
次
の
上
申
を
行
い
、
承
認
さ
れ
た
。

従
来
の
看
護
卒
は
歩
兵
隊
で
三
ヵ
月
の
訓
練
を
受
け
て
い
た
が
、
歩
騎
工
轆
重
の
各
隊
は
性
格
が
こ
と
な
る
た
め
、
隊
付
予
定
の
科
で
入

営
後
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
騎
兵
隊
付
の
看
護
卒
は
乗
馬
訓
練
を
受
け
て
お
か
な
け
れ
ば
任
務
を
遂
行
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
、
徴
兵
看
護
卒
は
配
属
予
定
の
兵
科
部
隊
で
六
カ
月
間
の
訓
練
を
必
要
と
す
る
。

隊
付
看
護
卒
は
行
軍
等
の
場
合
、
医
官
不
在
の
時
に
は
、
患
者
の
救
急
処
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
看
護
教
育
を

六
ヵ
月
間
に
延
ば
す
必
要
が
あ
る
。
隊
付
看
護
卒
の
技
術
は
諸
兵
の
上
等
兵
に
匹
敵
し
、
か
つ
患
者
治
療
に
際
し
、
患
者
の
信
用
上
か
ら
卒

よ
り
身
分
が
上
位
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
た
め
、
隊
付
看
護
卒
の
名
称
を
看
護
手
と
し
、
階
級
を
上
等
兵
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

と
改
正
さ
れ
た
。

っ
て
来
た
。
政
府
は
こ
の
機
会
に
更
に
国
民
皆
兵
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
考
え
、
徴
兵
の
職
域
拡
大
に
着
手
し
た
。
例
え
ば
看
病
卒
や
職
工
な

（
調
）
（
鋤
）

ど
で
あ
る
。
明
治
十
二
年
か
ら
検
討
に
入
り
、
明
治
十
六
年
実
施
と
な
っ
た
。

募
集
看
病
卒
を
徴
兵
に
よ
っ
て
充
足
す
る
。

（
瓠
）

徴
兵
の
看
病
卒
は
歩
兵
隊
に
入
営
し
、
歩
兵
と
し
て
の
基
本
訓
練
を
三
ヵ
月
受
け
た
後
、
鎮
台
病
院
又
は
屯
営
病
室
で
三
ヵ
月
看
護
教
育

を
受
け
看
病
卒
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
看
病
卒
は
壮
兵
看
病
卒
と
異
な
り
営
内
居
住
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

（
犯
）

職
域
徴
兵
看
病
卒
病
院
、
屯
営
病
室
、
隊
付
壮
兵
看
病
卒
官
衙
、
学
校

身
分
明
治
十
六
年
陸
軍
武
官
表
が
改
正
さ
れ
、
軍
医
部
の
武
官
名
称
が
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。

一
等
看
病
人
は
一
等
看
護
長
に
、
二
等
看
病
人
は
二
等
看
護
長
に
、
三
等
看
病
人
は
三
等
看
護
長
に
、
看
病
卒
は
明
治
十
七
年
に
看
護
卒
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徴
兵
看
護
卒
は
演
習
訓
練
や
内
務
作
業
等
の
た
め
、
常
時
看
護
業
務
に
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
は
病
院
等
で
は
極
め
て
非
効
率
と

な
る
の
で
、
病
院
の
看
護
に
は
雇
用
の
看
護
人
を
募
集
し
配
置
し
た
方
が
経
済
的
で
あ
る
。

以
上
の
申
請
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
次
の
改
正
が
あ
っ
た
。

（
弱
）
（
郡
）

身
分
看
護
卒
（
徴
兵
）
を
看
護
手
と
改
め
、
階
級
を
上
等
兵
同
等
と
す
る
。
／
新
し
く
雇
用
の
看
病
人
を
置
く
。
／
壮
兵
看
護
卒
を
廃
止

す
る
。

定

（
師
）

定
員
新
し
い
野
戦
衛
生
部
隊
が
制
定
さ
れ
た
が
、
看
護
長
等
の
定
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

師
団
衛
生
隊
一
、
二
、
三
等
看
護
長
十
名

看
護
手
二
十
六
名

野
戦
病
院
一
、
二
、
三
等
看
護
長
六
名

看
護
手
六
名

看
病
人
（
雇
用
）
三
十
四
名

衛
生
予
備
員
（
部
隊
名
）
一
、
二
、
三
等
看
護
長
十
四
名

看
病
人
（
雇
用
）
四
十
名

（
錦
）

病
院
、
官
衙
、
学
校
の
看
護
卒
定
員
は
看
病
人
（
雇
用
）
に
置
換
さ
れ
た
。

（
調
）

募
集
看
病
人
（
雇
用
）
の
検
査
項
目

年
齢
二
十
一
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
身
長
五
尺
一
寸
以
上
体
格
強
健
な
る
者
読
書
漢
字
に
仮
名
を
交
え
た
文

年
齢
二
十
一
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で

作
文
手
紙
算
術
加
減
乗
除

作
文
手
紙
算
術

（
五
）
明
治
三
十
二
年

明
治
二
十
七
、
八
年
戦
役
の
時
、
戦
時
編
制
に
よ
っ
て
野
戦
病
院
や
衛
生
予
備
員
を
編
成
し
た
が
、
そ
の
定
員
中
の
看
病
人
（
雇
用
）
の
補
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明
治
三
十
七
、
八
年
戦
役
は
、
相
手
が
ョ
－
ロ
ッ
パ
最
大
の
陸
軍
国
で
あ
っ
た
た
め
、
死
傷
者
が
多
く
発
生
し
、
野
戦
衛
生
部
隊
等
の
編

制
等
に
対
し
、
色
々
な
教
訓
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
年
、
看
護
に
つ
い
て
改
正
さ
れ
た
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

身
分
上
等
看
護
長
（
準
士
官
）
の
創
設

（
虹
）

明
治
十
年
八
月
十
六
日
、
陸
軍
省
軍
医
副
及
び
軍
医
試
補
以
上
の
も
の
は
試
験
を
行
わ
ず
、
医
師
の
免
許
状
を
交
付
す
る
通
達
が
出
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
一
等
看
病
人
は
軍
医
試
補
に
昇
任
す
る
み
ち
が
開
け
て
い
た
。

（
他
）

明
治
三
十
九
年
、
医
師
法
の
制
定
に
よ
り
、
こ
う
し
た
道
が
な
く
な
っ
た
た
め
上
等
看
護
長
を
設
け
、
処
遇
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
媚
）

看
護
手
（
隊
付
）
を
上
等
看
護
卒
に
改
め
た
。
上
等
看
護
卒
（
隊
付
）
は
入
営
後
、
歩
騎
砲
工
各
隊
の
い
ず
れ
か
で
四
ヵ
月
教
育
を
受
け
、

そ
の
後
八
ヵ
月
看
護
教
育
を
受
け
隊
付
と
な
る
。

（
“
）

看
護
卒
（
病
院
付
）
を
採
用
し
た
。
看
護
卒
（
病
院
付
）
は
入
営
後
、
部
隊
で
四
ヵ
月
軍
事
教
練
を
受
け
二
等
看
護
卒
に
な
る
。
そ
の
後
衛

戌
病
院
に
所
属
す
る
。
明
治
三
十
二
年
に
制
定
し
た
看
護
卒
（
雑
卒
）
は
僅
か
四
ヵ
月
の
看
護
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
た
め
、
明
治
三
十
七
、

八
年
戦
役
の
野
戦
衛
生
部
隊
の
任
務
遂
行
に
不
適
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
．

（
妬
）

看
護
卒
（
雑
卒
）
の
廃
止
。
雇
用
看
病
人
の
廃
止
。
看
護
卒
（
病
院
付
）
を
制
定
し
た
た
め
看
病
人
（
雇
用
）
を
廃
止
し
た
。

（
媚
）

定
貝
明
治
三
十
七
、
八
年
戦
役
に
お
け
る
戦
訓
に
よ
り
野
戦
衛
生
部
隊
の
看
護
定
員
の
原
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
た
。

年
間
四
十
名
を
育
成
し
、

定
員
野
戦
病
院
、

（
六
）
明
治
四
十
二
年

（
州
）

充
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
一
苣

身
分
看
護
卒
（
雑
卒
）

入
営
し
た
壮
丁
か
ら
選
び
、び
、
一
ヵ
月
間
部
隊
訓
練
、
四
ヵ
月
間
衛
戌
病
院
で
看
護
教
育
を
行
う
。
在
営
期
間
五
ヵ
月
で
あ
る
。
各
師
団
毎

戦
時
の
野
戦
病
院
や
衛
生
予
備
員
の
要
員
と
す
る
。

衛
生
予
備
員
の
定
員
中
看
護
人
（
雇
用
）
を
看
病
卒
（
雑
卒
）
に
か
え
る
。

こ
の
対
策
と
し
て
戦
時
動
員
で
き
る
看
病
卒
を
平
時
か
ら
育
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
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十
名
と
す
る
。

看
護
の
近
代
化
は
次
の
よ
う
な
諸
説
か
ら
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
唱
え
た
看
護
管
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
鞭
）

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
一
つ
の
専
門
職
と
し
て
職
業
化
さ
れ
た
看
護
で
あ
る
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
看
護
婦
の
訓

（
蛆
）

練
及
び
管
理
を
唱
導
し
て
看
護
の
分
野
を
着
実
に
改
良
し
た
。
一
八
六
○
年
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
学
校
の
開
校
を
も
っ
て
近
代
看
護
の
時
代

（
岨
）

が
確
実
に
幕
を
開
い
た
。
そ
こ
で
、
明
治
六
年
か
ら
明
治
九
年
に
か
け
て
構
築
さ
れ
た
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム
が
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
近
代

（
岨
）

が
確
実
に
幕
を
開
い
た
。
そ
こ
で
、
、

看
護
に
合
致
し
て
い
る
か
考
察
し
た
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
看
護
に
つ
い
て
唱
え
た
内
容
は
広
範
に
わ
た
る
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
主
要
テ
ー
マ
は
次
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

看
護
婦
は
女
性
本
能
に
も
と
づ
く
看
護
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
看
護
の
職
務
を
引
き
受
け
る
際
の
基
本
と
な
る
べ
き
看
護
の
仕
事
に

（
卵
）
（
皿
）
（
醜
）

つ
い
て
教
育
訓
練
を
受
け
た
専
門
職
で
あ
る
。
／
マ
ト
ロ
ン
は
看
護
婦
の
勤
務
を
管
理
す
る
。
／
マ
ト
ロ
ン
は
病
棟
の
備
品
消
耗
品
の
管
理
責
任

（
詔
）
（
別
）

を
持
つ
。
／
マ
ト
ロ
ン
は
看
護
婦
の
職
務
に
責
任
と
権
限
を
持
つ
。
／
看
護
婦
は
患
者
に
対
す
る
医
師
の
判
断
や
指
示
に
従
う
。

こ
れ
ら
を
通
観
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
看
護
領
域
の
管
理
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
看
護
者
の
人
事
管
理
、
看
護
者
の
職
務
の
管

師
団
衛
生
隊
は
患
者
五
十
名
に
対
し
、
看
護
長
二
名
、
看
護
卒
六
名
と
す
る
。
野
戦
病
院
は
患
者
五
十
名
に
対
し
看
護
長
二
名
、
看
護
卒

看
護
の
近
代
化

（
七
）
明
治
期
末

明
治
末
の
看
護
者
の
身
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

上
等
看
護
長
準
士
官
一
等
看
護
長
曹
長
二
等
看
護
長
軍
曹
三
等
看
護
長
伍
長
上
等
看
護
卒
上
等
兵

一
等
看
護
卒
一
等
兵
二
等
看
護
卒
二
等
兵

五
考
察

庁勾け
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一
、
二
等
看
病
人
は
毎
日
病
室
を
巡
視
し
、
患
者
現
員
表
を
作
成
す
る
。
／
二
、
三
等
看
病
人
は
患
者
に
入
院
規
則
を
説
明
す
る
。
／
三
等

看
病
人
は
重
症
の
患
者
に
は
率
先
し
て
看
護
す
る
。
／
三
等
看
病
人
は
患
者
の
室
外
散
歩
に
は
散
歩
札
を
付
与
し
、
帰
室
の
時
員
数
を
照
合
す

る
。
／
三
等
看
病
人
は
面
会
者
の
管
理
を
行
う
。
／
看
病
卒
は
薬
剤
の
服
用
、
飲
食
、
看
護
を
行
う
。
／
看
病
卒
は
医
官
回
診
の
時
容
態
を
報
告

す
る
。
／
看
護
卒
は
診
察
、
食
事
の
前
後
換
気
を
行
う
。
／
唾
壺
、
便
器
の
清
掃
を
行
う
。
／
患
者
が
規
則
に
し
た
が
わ
な
い
場
合
、
丁
寧
に
指

導
し
、
改
め
な
い
時
看
病
人
に
申
告
す
る
。
／
患
者
の
散
歩
入
浴
の
際
付
添
う
。

一
等
看
病
人
は
病
室
内
消
耗
品
の
出
納
を
監
視
す
る
。
／
一
等
君
病
人
は
備
品
被
服
寝
具
等
を
破
損
し
な
い
よ
う
注
意
す
る
。
破
損
の
場
合

点
検
し
て
更
新
手
続
を
行
う
。
／
三
等
看
病
人
は
消
耗
品
の
出
納
を
管
理
す
る
。
／
三
等
看
病
人
は
備
品
の
出
納
（
更
新
）
業
務
を
行
う
。

一
、
二
、
三
等
看
病
人
は
夫
々
部
下
の
勤
務
状
況
、
行
状
を
監
視
し
、
勤
務
を
お
こ
た
る
か
、
行
状
が
看
護
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い

場
合
は
注
意
し
、
な
お
、
改
め
な
い
場
合
、
上
司
に
申
告
す
る
。

理
、
看
護
領
域
の
施
設
管
理
、
看
護
領
域
の
物
品
管
理
、
患
者
管
理
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
明
治
八
年
制
定
の
看
病
人
看
病
卒
服
務

概
則
か
ら
該
当
す
る
項
目
を
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
二
等
看
病
人
は
毎
日
二
回
、
病
室
、
浴
室
、
便
所
等
を
巡
視
し
、
不
潔
の
場
所
が
あ
れ
ば
夫
々
二
、
三
等
看
病
人
に
命
じ
清
掃
さ
せ

る
。
／
看
病
卒
は
毎
日
二
回
病
室
内
外
を
清
掃
す
る
。
／
看
病
卒
は
暖
炉
、
浴
室
等
を
巡
視
し
失
火
を
防
止
す
る
。

患
者
管
理

物
品
管
理

施
設
管
理

職
務
管
理

人
事
管
理

一
等
看
病
人
は
看
病
卒
の
勤
情
表
を
作
成
す
る
。
／
一
等
看
病
人
は
看
病
卒
の
配
置
転
換
を
行
う
。
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以
上
の
内
容
か
ら
、
明
治
六
年
に
制
度
化
し
た
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム
は
近
代
看
護
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
学
校
が
聖
ト
マ
ス
病
院
に
設
立
さ
れ
た
の
は
一
八
六
○
年
で
あ
る
。
彼
女
が
そ
の
論
文
「
救
貧
病
院
に
お
け
る
看
護
」

の
中
で
、
マ
ト
ロ
ン
は
病
院
の
管
理
当
局
に
対
し
て
、
自
分
の
部
下
の
看
護
婦
た
ち
の
行
状
、
風
紀
、
職
務
に
つ
き
、
自
分
の
配
下
の
病
棟

の
風
紀
に
つ
き
、
病
棟
の
清
潔
に
つ
き
、
病
人
の
世
話
と
清
潔
、
病
棟
の
適
切
な
換
気
と
保
温
、
食
事
と
与
薬
、
涜
腸
実
施
等
に
つ
き
、
ま

た
、
た
と
え
ば
小
包
帯
交
換
な
ど
の
実
施
に
つ
き
、
リ
ネ
ン
類
や
寝
具
等
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
患
者
の
衣
類
の
世
話
な
ど
に
つ
き
、
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
は
一
八
六
七
年
で
あ
る
。
看
病
人
看
護
卒
服
務
概
則
が
制
定
さ
れ
た
の
は
一
八
七
五
年
で
、
前
述
の

論
文
か
ら
八
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
僅
か
八
年
間
の
差
し
か
な
い
の
に
、
こ
の
規
則
は
論
文
の
部
分
の
殆
ん
ど
列
挙
し
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
規
則
が
何
を
模
範
と
し
た
か
検
討
し
た
が
、
確
定
で
き
な
か
っ
た
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
近
代
看
護
と
陸
軍
の
看
護
シ
ス
テ
ム
と
を
な
ら
べ
た
場
合
、
マ
ト
ロ
ン
の
位
置
づ
け
等
に
は
か
な
り
の
差
異
が
あ
る

が
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
唱
導
し
た
看
護
管
理
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
規
則
の
中
に
も
充
分
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
本
来
、
陸
軍
組
織
は
管

理
を
重
視
し
な
け
れ
ば
、
数
十
万
人
の
組
織
を
運
営
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
管
理
の
概
念
が
末
端
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
が
、
僅
か
数
年
の
間
に
近
代
看
護
を
導
入
し
得
た
一
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
自
身
も
ク
リ
ミ
ャ
戦
役
の

活
動
中
に
英
陸
軍
の
管
理
に
触
れ
、
軍
隊
管
理
の
意
義
を
理
解
し
て
帰
国
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ル
が
必
要
で
あ
る
。
管
理
↑

に
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
看
護
に
訓
練
の
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
管
理
に
は
初
級
か
ら
上
級
へ
の
ラ
ン
ク
毎
に
一
定
の
ス
キ
ル
レ
ベ

が
必
要
で
あ
る
。
管
理
を
確
立
す
る
た
め
に
は
訓
練
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム
の
訓
練
は
別

明
治
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
陸
軍
は
新
し
い
軍
制
を
確
立
し
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
看
護
に
関
す
る
諸
規
則
も
整
備
さ
れ
看
護
シ

ま
と
め
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そ
の
後
、
幾
多
の
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
軍
制
の
変
更
に
と
も
な
う
も
の
で
、
明
治
期
を
通
じ
シ
ス
テ
ム
の
理
念
を
変

え
る
変
更
は
な
か
っ
た
。
こ
の
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム
は
管
理
の
手
法
が
透
徹
し
て
お
り
、
近
代
看
護
の
形
を
整
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
テ
ム
が
成
立
し
た
。
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縣
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２
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右
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史
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史
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２
）
、
三
四
○
頁

前
掲
文
献
（
２
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○
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２
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文
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２
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文
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黒
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西
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九
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書
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、
東
京
、
昭
和
四
十
四
年

前
掲
文
献
（
皿
）
、
四
二
頁
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、
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２
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五

541 (81)



弓
茸
①
目
○
・
国
ロ
四
国
Ｈ
垣
ロ
日
・
田
口
ｍ
の
竜
の
訂
目
言
画
の
①
ご
画
ｇ
①
Ｑ
冒
昏
の
口
①
ユ
○
ロ
ヨ
ミ
５
口
吾
①
］
四
つ
四
国
①
開
少
時
ョ
目
①
の
国
匡
尉
弓
の
Ｑ

四
口
】
○
口
①
再
国
冒
自
豈
詳
四
胃
昌
の
召
の
庁
①
Ｈ
ご
一
命
Ｈ
ｏ
Ｈ
ゴ
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①
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【
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．
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四
ｍ
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①
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①
○
吋
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普
］
届
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日
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昏
①
］
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巨
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冒
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目
．
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９
９
①
目
Ｃ
Ｑ
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①
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９
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史
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○
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○
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